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（ドル浮上せず）円安ドル高が進んでこ

なかった原因は、主にどこにあるのだろ

うか。主要通貨について、通貨の総合的

な強弱を示す実効為替レートの動きを見

ると、ドルが伸び悩んでいる姿が浮かび

上がる。バーナンキ前FRB議長が年内の

テーパリング開始の可能性に言及し、市

場の節目となった昨年5月22日を基準に

すると、ドルの実効レートは直近で2％程

度低い（ドル安）水準にある。貿易黒字

が拡大してきたユーロや景気回復感の強

い英ポンドの実効レートは当時よりも上

昇しており、かなり水を開けられている

状況だ。一方、円の同レートも下落して

いるのだが、ドルも円も下落したため、

結果としてドル円の水準は当時（102円

台後半）と大差ない水準に留まっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ドル円レート/当面の予想）足元は103

円付近に戻している。目先の焦点はやは

り本日の米雇用統計だ。寒波で期待値が

下がっているだけに、3カ月ぶりに市場予

想に近い雇用増、少なくとも先月の11.3

万人を上回る数字を確保できれば、ドル

円は上昇するだろう。一方、下振れたと

しても「寒波の影響大」という言い訳が

立つため、ドルが底割れることはなさそ

う。ただし、新興国不安やウクライナへ

の警戒感は燻っており、今月下旬になる

と次は消費増税への警戒感が出てくる可

能性がある。リスクオン地合いにはなり

にくく、ドルの上値は当面限定的と見る。 
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（資料）ＢＯＥ   
（注）各通貨とも2013年5月22日時点を100とする指数に変換

 
主要通貨の実効レート推移 

（データ）日本銀行 
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現金給与総額は前年比で3 ヶ月ぶりの減少 

3 月 4 日に厚生労働省から発表された

2014 年 1 月の毎月勤労統計（速報）に

よると、1 月の現金給与総額は前年比▲

0.2％となり、3 ヶ月ぶりに減少した。さ

らに、消費者物価が上昇基調を強めてい

ることから、1 月の実質賃金は前年比▲

1.8％となり、7 ヶ月連続で減少している。

現金給与総額の内訳を見てみると、所定

内給与が前年比 0.1％と 20 ヶ月ぶりに

プラスとなった上、所定外給与が前年比

4.3％と増加したため、定期給与（所定内

給与＋所定外給与）は前年比 0.4％と 20

ヶ月ぶりに増加した。ただし、毎月勤労

統計は速報から確報になる際に、所定内

給与は下方修正される傾向があるため、

プラスに転じたと判断するのは早計だろ

う。1 月の特別給与は前年比▲14.6％と

5 ヶ月ぶりに減少しているが、11～1 月

の特別給与を合計すると前年比 1.1％と

なった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 雇用環境の回復基調が明確に 

1月の常用雇用者数は前年比1.3％となり、

緩やかな増加基調が続いている。その内訳

を見てみると、一般労働者は前年比1.2％

と増加基調を続ける中、パートタイム労働

者も前年比1.2％と増加基調が続くなど、

雇用環境の回復基調が明確にみられる。こ

こ 近まで見られた給与水準の高い一般労

働者（正規雇用）を減らし、その分を給与

水準の低いパートタイム労働者（非正規雇

用）で賄おうとする動きが緩和しているよ

うにみえる。ただし、毎月勤労統計は速報

から確報になる際に、一般労働者は下方修

正、パートタイム労働者は上方修正される

傾向がある。過去6ヶ月平均の修正幅を当

てはめると、1月の確報では一般労働者は

前年比0.8％、パートタイム労働者は前年

比2.3％となる。 
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   １月のＣＩ（速報値・平成 22 年=100）は、先行指数：112.2、一致指数：114.8、遅行指

数：115.6 となった。（注） 

（注）原則として、公表日の３営業日前（平成 26 年３月４日（火））までに公表された値を用いて算出している。 

先行指数は、前月と比較して 0.5 ポイント上昇し、５か月連続の上昇となった。３か月後方

移動平均は 0.73 ポイント上昇し、５か月連続の上昇、７か月後方移動平均は 0.67 ポイント上

昇し、13 か月連続の上昇となった。 

一致指数は、前月と比較して 2.5 ポイント上昇し、７か月連続の上昇となった。３か月後方

移動平均は 1.27 ポイント上昇し、14 か月連続の上昇、７か月後方移動平均は 1.08 ポイント

上昇し、12 か月連続の上昇となった。 

遅行指数は、前月と比較して 1.1 ポイント上昇し、３か月連続の上昇となった。３か月後方

移動平均は 1.00 ポイント上昇し、３か月連続の上昇、７か月後方移動平均は 0.52 ポイント上

昇し、12 か月連続の上昇となった。 

 

   一致指数の基調判断 

景気動向指数（ＣＩ一致指数）は、改善を示している。  

 

   一致指数の前月差に対する個別系列の寄与度は以下の通り。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「C9 営業利益（全産業）」は現時点では算出に含まれていないため、トレンド成分を通じた寄与のみとなる。  

なお、各個別系列のウェイトは均等である。 

経営 TOPICS 
       

「統計調査資料」 
抜 粋 

総務省統計局 
２０１４年３月７日発表 

景気動向指数 

平成２６年１月分（速報） 
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先行指数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    先行指数採用系列の寄与度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）逆サイクルとは、指数の上昇、下降が景気の動きと反対になることをいう。「L1 終需要財在庫率指数」
及び「L2 鉱工業生産財在庫率指数」は逆サイクルとなっており、したがって、指数の前月差がプラスにな
れば、ＣＩ先行指数に対する寄与度のマイナス要因となり、逆に前月差がマイナスになれば、プラス要因に
なる。 
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 ２ 速報資料 

ＣＩ先行指数の動向 1 
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        一致指数の推移 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

一致指数採用系列の寄与度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）ＣＩはトレンド（長期的趨勢）と、トレンド周りの変化を合成し作成されるが、トレンドの計算に当たって
は、現時点で未発表の系列（前月比伸び率（％）又は前月差が未記入である系列）についても、過去のデー
タから算出（60ヶ月から欠落月数を引いた後方移動平均）した長期的傾向（トレンド成分）を使用している。
そのため、現時点で未発表の系列にもトレンドによる寄与度を表示している。 
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ＣＩ一致指数の動向 2 
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■参考文献 

■続「問題社員」対応の法律実務（日本経団連出版） 

■これだけは知っておきたい 小さな会社の労働契約と解雇のルール（日本実業出版社）  

■就業規則モデル条文 上手なつくり方、運用の仕方（日本経団連出版）  

■労働裁判における解雇事件判例集（厚生労働省労働基準局監督課編集）  
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（１）労働局の紛争調整委員会によるあっせんの申し立て  
 

社員が労働基準監督署に申出を行ったとしても労働基準監督署では解雇については管轄外で

あるため解決することができません。解雇そのものは労働基準法の範囲外であるため、解雇予告

手当の不払いを除いては解決することができないのです。そのため労働基準監督署では解雇の事

案については労働相談や紛争調整委員会を紹介することになります。  

紛争調整委員会のあっせんは紛争当事者の話し合いを促進することで、紛争の解決を促すこと

が目的です。公平・中立の第三者である労働問題の専門家が間に入り、双方の主張を確認したう

えで、両者が取るべき具体的なあっせん案を提示します。 

 

（２）労働審判への申し立て 
労働審判は，労働審判官(裁判官)１人と労働関係に関する専門的な知識と経験を有する労働審

判員２人で組織された労働審判委員会が行います。個別労働紛争を原則として３回以内の期日で

審理し、適宜調停を試み、調停による解決に至らない場合には事案の実情に即した柔軟な解決を

図るための労働審判を行うという紛争解決手続です。労働審判に対して当事者から異議の申立て

があれば，労働審判はその効力を失い，労働審判事件は訴訟に移行します。会社を辞めることを

前提で金銭での解決を求める場合には労働審判制度を利用しますが、職場での地位の復帰を求め

る場合には次の仮処分の申し出が利用されます。  

 

（３）仮処分の申し出 

従業員が社員としての地位への復帰を求めている場合には、訴訟と併せて地位保全の仮処分

の申請をすることがあります。これは訴訟が長引いた場合に社員の生活が不安定になることを

防ぐために認められた制度です。もし月給 30 万円の社員が仮処分の申し出をして仮処分命令

を受けた場合、１年間訴訟が続けば 360 万円の支払いが生じることになります。 

企業は敗訴した場合には、働いていない社員の訴訟期間の給料を払わなければならず、解決金

と併せると非常に高額な支払いが生じます。 

1 ローパフォーマー社員とは 

ローパフォーマー社員とは  

●高い営業能力があることを見越して採用したが、実際には営業能力が乏しかった。 

●高度な資格を有しており、その資格を生かした業務を担当させるつもりだったが、実際には

業務に耐えうる実務能力がなかった。 

社員が解雇の不当を申し出た場合  
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（１）具体的な目標を掲げること 
具体的に目標を設定することでローパフォーマー社員は何をすべきかはっきりと認識できる

ようになります。さらに目標にはいつまでに何をすべきか日付や数値をはっきりと示すことが大

切です。 

 

（２）目標を設定するにあたり、社員の意見を聞くこと  
目標を設定する際には上司はローパフォーマー社員と話し合い、意見を聞くことが大切です。

意見を聞くことでパフォーマンスが上がらない原因がわかる事もあります。設定した目標が会社

側の一方的なものではなく、ローパフォーマー社員の能力の向上や会社の利益につながる目標で

あることが大切です。 

 

（３）目標が実現可能であること 
注目標は実現可能なものであることが必要です。実現が不可能な目標を設定した場合には退職

に誘導していると判断されパワハラと認定されてしまう可能性があります。目標はあくまでも戦

力化につながるものである必要があります。 

 

■目標設定に関する判例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）注意・指導を相当期間行うこと 

注意・指導は相当期間行うことが大切です。一度の注意や指導で解決すればよいですが、解決

しない場合には複数回の指導や相当の期間を設定した指導が必要です。もし注意や指導が単発で

継続していない場合には、のちに解雇に至ることになった場合でも注意・指導を行ったものと判

断されない可能性があります。 

 

2 ローパフォーマー社員を戦力化する  

業務の目標設定を行うこと  

日水コン事件では８年間目標設定を行い注意・指導を繰り返し、解雇し会社が勝ちました。

この事例では数年にわたりかつ複数の注意を行っており、さらに業務報告書の提出を命じて社

員の署名まで取っていました。社員に対する課題が明確であり、実現不可能なものではないこ

とを他の社員に確認したうえで目標を設定していることも解雇が有効になる重要な要素となっ

ています。  

一方セガ・エンタープライゼズ事件では目標設定は行われず、人事評価が下位 10％に属し

ているという理由で解雇を行ってしまいました。人事評価は相対的な評価でしかなく、労働能

力が低いとは認定されず解雇は否定されています。 

注意・指導を行うこと  



 

 9

（２）注意・指導を行った証拠を残すこと 

注意・指導を行った場合には証拠を残すことが大切です。どのような点について注意・指導を

行ったのか、その注意・指導に対するローパフォーマー社員の意見など詳細に記録しておきまし

ょう。書面で残すことでのちに解雇に至ることになった際の証拠になります。 

 

（３）注意・指導がパワハラにならないよう気を配ること 

注意・指導を行うこと自体はパワハラにはなりません。しかしその注意・指導が他の社員のい

る前で行われたり、大声で怒鳴ったり、誹謗中傷と取れる発言がある場合にはパワハラと認定さ

れる可能性があります。注意・指導を行う場合には他の社員がいないところで行うなどの配慮を

することも大切です。 

 

■注意・指導に関する判例 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ローパフォーマー社員に対して具体的な目標を設定し、注意・指導を繰り返しても効果が表れ

ないことがあります。配置転換や業務異動を行うことも検討しなければなりません。 

 

（１）配置転換・業務異動を行う根拠があること 

配置転換や業務異動を行う場合には労働契約上の根拠があることが必要です。就業規則で業務

上の必要がある場合には配置転換を命ずることができることを明記しておくことが大切です。  

 

（２）権利濫用に該当しないこと 

就業規則で配置転換の可能性について記載があったとしても、その配置転換が権利の濫用に該

当する場合には無効になります。業務上の必要性があること、配置転換の基準・人選に合理性が

あること、配置転換の手続きが妥当であることに注意をして配置転換や業務異動を行うことが大

切です。  

 

日本エマソン事件ではシステム・エンジニアとして採用した社員の能力が低かったため解雇

を行い、会社が勝ちました。技術水準を向上させるため教育や指導を続けたが向上しなかった

こと、勤務態度についても組織の一員としての自覚を欠いており、その点についても指導を続

けたが改善されませんでした。注意・指導を繰り返し行ったことが解雇を有効なものとする決

め手になりました。  

一方、森下仁丹事件では注意・指導を行いましたが、注意が１回、始末書が１回であり指導

が継続しているとは認められず会社が負けています。指導が単発だと社員の能力向上のためで

あると認定されないことがわかります。  

配置転換・業務異動を行うこと  
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ローパフォーマー社員が退職勧奨に応じない場合には、解雇を行うことも考えなければなりま

せん。ただし解雇を行うには注意しなければならないことがいくつかあります。この解雇のルー

ルを守らなければ解雇権の濫用と判断され、解雇が無効になります。 

 

（１）解雇制限期間に該当しないこと  

労働基準法第 19 条では社員の解雇について制限を設けています。次の２つの事由に該当す

る場合には解雇を行うことができません。 

 

■解雇制限期間とは 

 

 

 

これらの解雇制限期間に該当する場合については、たとえ就業規則に定める解雇事由に該当し

たとしても解雇を行うことはできません。もしローパフォーマー社員を解雇しようとする場合で

あってもこの解雇制限期間は避けて解雇を行わなければなりません。 

 

（２）解雇予告を経ていること  

解雇する場合には解雇予告が必要です。少なくとも 30 日前に解雇予告を行うか平均賃金の 

30 日分以上の解雇予告手当を支払う必要があります。しかし労働基準監督署から解雇予告除

外認定を受ける事で解雇予告や解雇予告手当が除外されます。 

 

（２）就業規則の解雇事由に該当すること 

解雇を行うには合理的な理由が必要であり、合理的な理由を欠くことがあれば解雇権の濫用で

あるとされ解雇が無効になります。もし 10 人以上社員がいる企業であれば就業規則の作成は

義務ですから、解雇事由を列挙することが必要です。解雇は就業規則がなくても行うことができ

ますが、就業規則がなければ解雇の基準が明確にならないため労働者保護が優先されることが多

くなります。社員が 10 人未満の事業所であっても解雇や服務規律を明確にするためにも就業規

則を作成する方が良いと言えます。 

 

 

 

 

戦力化できない場合の企業の対応 3 

 

解雇を行う場合 

①業務上負傷し、または疾病にかかる療養のために休業する期間とその後 30 日間 

②産前産後の女性が休業する期間とその後 30 日間 
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経営データベース  

 

相続手続きに必要な書類関係 

相続税の申告や名義書換え等の相続手続きに必要な書類について教えてください。 

 

■財産の種類・必要な書類 

①土地 

(1) 登記簿謄本   (2) 公図・地形図  (3) 固定資産税の評価証明   

(4) 賃貸借契約書（貸地の場合）   (5) 実測図   (6) 路線価図 

②家屋 

(1) 登記簿謄本  (2) 固定資産税の評価証明  (3) 建物賃貸借契約書 

③有価証券 

 

 

 

④現金・預貯金 

(1) 預金残高証明書  (2) 既経過利息計算書  (3) 預金証書 

⑤生命保険金 

(1) 保険証券  (2) 保険会社の支払証明  

⑥退職手当金 

退職手当金の支払調書  

⑦貸付金  

金銭消費貸借契約書の写し  

⑧ゴルフ会員権 

預託金証書又は株券の写し  

⑨相続開始前 3年以内の贈与資料  

贈与税申告書 

 

■債務の種類と必要書類 

①債務 

(1) 金融機関からの借入金残高証明書  (2)借用証書  

(3) 準確定申告書  (4) 住民税・固定資産税の納税通知書 

②葬式費用 

(1) 諸経費控帳  (2) 葬儀関係費用領収書  (3) 香典帳 

■身分関係把握のために必要な書類 

(1) 遺言書 (2) 遺産分割協議書 

(3) 被相続人の除籍謄本・住民票の除票 (4) 相続人の戸籍謄本・住民票・印鑑証明書 

1 

uestion 

nswer 

ジャンル： 相続・事業承継 ＞ サブジャンル： 相続税の申告納付
態

上場株式 （1)　銘柄別一覧表　　 （2)　証券会社の保護預り残高表　（3)　売買報告書

非上場株式 （1）直前3期分の申告書　（2)　株主名簿

公社債 （1）　銘柄別一覧表　　 （2)　残高証明書　　 （3)　証書
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経営データベース  

 

「相続税の納税猶予制度」の納税猶予額免除と納付 

「相続税の納税猶予制度」の納税猶予額免除と納付について教えてください。 

 
１．猶予額の免除 

 

次のような場合には、相続税の申告時に納税が猶予された税額の納税は免除されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．猶予額の全額納付 

事業承継相続人が相続税の法定申告期限からの５年間で、代表者でなくなる等、事業を継続し

ていないと認められる場合には、その時点で猶予税額の全額を納付することとされています。 

 具体的には次の要件を満たす必要があります。 

 

 

 

 

３．猶予額の一部納付 

相続税の法定申告期限から５年を経過した後に、納税猶予の対象となった株式等の譲渡等を行

なった場合には、その納税猶予の対象となった株式等の総数に対する譲渡した株式等の割合に応

じて、猶予税額を納付することとなります。 

したがって、法定申告期限から５年以内の譲渡については、その割合に関わらず猶予税額の全

額を納付することとなりますが、５年を越えた場合には、譲渡割合に応じての納付になります。 

2 

uestion 

nswer 

ジャンル： 相続・事業承継 ＞ サブジャンル： 相続税に申告納付 

①経営承継相続人が、特例適用株式等を死亡の時まで保有し続けた場合 

②相続税の申告期限から５年経過後で、特定適用株式等を継続して所有しており、次のいずれ

かに該当する場合 

●対象の会社について、破産手続開始の決定又は特別清算開始の命令があった場合には、猶

予税額の全額を免除する）。（※ 参照） 

●次の後継者へ特例適用株式等を贈与した場合で、後述する贈与税の納税猶予制度の適用を

受ける場合には、猶予税額の全額を免除する。 

●同族関係者以外に、特定適用株式等を一括して譲渡した場合において、その譲渡対価又は

時価のいずれか高い額が、猶予税額を下回る場合には、その差額分を免除する。（※ 参照）

※過去５年間の経営承継相続人及び生計を一にする者に対して支払われた配当及び過大役員

給与等に相当する額は免除しない。 

●代表者であり続けること 

●雇用の８割以上を維持していること 

●納税猶予の対象となった株式を継続して保有していること 


